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広報あぐい　2019.12.1

飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶

　年末は、師走特有の慌ただしさから運転者や歩行者などの注意力が散漫になります。また、この時期は、1年を通じて
日没時刻が最も早くなり、仕事や学校からの帰宅時間帯と夕暮れが重なることから、交通事故の増加が心配されます。
　年末の交通安全県民運動の重点実施項目を意識し、改めて交通安全意識を高めてください。

▽　飲酒を伴う会合の際は、公共交通機関やタクシー、運転代行サービスなどを利用するか、家族に送迎を頼んでくだ
　さい。

▽　ドライバーは「横断歩道は
歩行者優先」を徹底してくだ
さい。
▽　歩行者は道路を横断する
ときには手を上げ、ドライ
バーに横断することを示して
ください。

飲酒の機会が増える季節…
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子どもと高齢者の安全な通行の確保

▽　ドライバーは同乗者のベ
ルト着用を確認してから出
発してください。
▽　子どもの体格に合った
チャイルドシートを選んでく
ださい。

全ての座席のシートベルトと
チャイルドシート着用の徹底

▽　70歳以上のドライバーは
高齢者運転標識を表示し、ほ
かのドライバーはこれらの車
に対し思いやり運転をしてく
ださい。
▽　身体機能の変化を認識し、
体調不良時には運転を控えて
ください。

高齢者の交通事故防止

▽　ドライバーは、夕暮れ時に
は早めに点灯してください。
▽　自転車利用者は、交通
ルール、マナーを守り、安全
な走行を心掛けてください。

夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗用中の交通事故防止

■年末の交通安全県民運動　12月1日（日）～12月10日（火）
　「横断歩道　歩行者見たら　まず止まれ！」
■12月は「飲酒運転根絶強調月間」　　
　　忘年会などで飲酒の機会も増えるため、飲酒運転による事故が懸念されます。飲酒運転は犯罪です。飲酒運転に　
　よって失うものの大きさを考えてください。
■問い合わせ先　防災交通課交通係　(48)1111（内1209）

飲酒運転をした人には厳しい刑罰・行政処分が！ 車両及び酒類を提供した人や同乗者も罰せられます！

違反種別

免許取り消し
（欠格期間3年）

5年以下の懲役または
100万円以下の罰金

5年以下の懲役または
100万円以下の罰金
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
2年以下の懲役または
30万円以下の罰金

酒類提供者
車両同乗者

酒気帯び運転

酒気帯び運転

酒気帯び
運転

酒酔い運転 酒酔い運転

酒酔い運転

車両提供者

0.15mg/ℓ以上
0.25mg/ℓ未満

3年以下の懲役または
50万円以下の罰金

0.25mg/ℓ以上 免許取り消し
（欠格期間2年）

免許停止90日

行政処分 周辺者の態様 運転者の
違反種別 刑　　罰刑　　罰
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